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号外 No.1 

三谷委員長： 教職員の意欲や資質の向上をはかるための人事異動となることを強く求める！ 

上原教務部長： 校園長にはご本人の状況、思い、願いを受け止めるよう周知してまいりたい 

【裏面に続く】 

市教組は 11 月 17 日、「2025 年度末人事異動ならびに

2026年度教職員定数改善に関する要求書」に対する回答交

渉を行いました。 

 交渉において、三谷委員長より「人事異動の実施にあたっ

ては、校園長に対して教職員からの聴き取りを十分行うよう

指導し、教職員の意欲や資質の向上をはかるための人事異動

となること」を市教委に強く求めました。 

 これに対し、上原教務部長より「人事異動は教職員の意欲・

資質の向上の契機を図るものであることは、これまでと何ら

変わりはなく、校園長には、ご本人の状況、思い、願いをし

っかりと聴き取るように、人事異動に関する説明資料等によ

り、しっかりと周知してまいりたい」と回答しました。 

 市教組は、教育委員会からの回答を基本的には了としたう

えで、いまだ合意に達していない課題については、引き続き、

交渉・協議を行うように求め、交渉を一時中断しました。 

※交渉概要は以下のとおり 組…市教組 市…教育委員会 

組：それでは、10 月８日付けで提出した「2025 年度末人事異

動ならびに 2026 年度教職員定数改善に関する要求書」につい

て、教育委員会の回答を求める。 

市：要求書に対する回答につきましては、お手元に配付して

おります資料「令和７年度末 人事異動等に関する要求書・回

答」のとおりです。なお、内容につきましては、これまでの

他の交渉と重複せず、かつ勤務労働条件に関わる事項のみと

させていただいております。 

「中学校における兼務発令（試行）」については、兼務者の負

担軽減を行うとともに、課題解消に向けて取り組むこと。 

 ＜下線部のみ交渉事項＞ 

課題解消のうち兼務発令者の負担軽減につきましては、可能

な限り近隣の学校における兼務発令を実施するなど、引き続

き努力してまいりたいと考えております。 

特別専科教諭の配置については可能な限り初任校での継続

配置となるよう配慮すること。また、人事異動については、

本人の希望を尊重すること。 

 11 月１日時点で、小学校で 32 名の兼務発令、67 名の継続

配置、中学校で 27名の兼務発令、２名の継続配置を行ってお

ります。今後も可能な限り初任校での継続配置となるよう努

めてまいります。 

人事異動につきましては、異動方針実施要領に基づき実施

してまいりたいと考えております。原則として、特別専科教

諭（新規採用者）は６年以内に異動を行うこととしており、

上限を超えて異動の対象外とすることができる「特別な事情」

に関しましては、これまでも極めて限定的に運用をしてきて

おります。 

 また、産休・育休取得者等の代替要員（特別専科教諭）と

して、採用１年目の年度途中に勤務校が変更となった場合は、

同一校勤務として扱うこととしております。 

なお、異動対象者の中から学校長が異動候補者を決定する

こととしておりますので、ご本人の異動に関する意向につい

ては、自己申告書に詳細に記入の上、学校長と十分お話しい

ただきますようお願いいたします。 

過員状況の解消にあたっては、退職・転任が強制されない

よう校園長を指導すること。 

過員につきましては、早期に解消を図る必要がございます。

校園長に異動に関する意向をお伝えいただくことが、ご本人

の申告内容を参考にする上で必要ですので、ご協力をお願い

したいと考えております。 

なお、異動候補者の決定に当たっては、ご本人に対し十分

な説明を行うよう校園長に周知してまいりたいと考えており

ます。 

定年前再任用や暫定再任用を希望する教職員については、

本人の希望を尊重し全員の採用を行うこと。 

これまでも再任用教職員につきましては、定年退職後から

年金を受給するまでの期間に収入の空白期間が発生しないよ

うにするため、再任用制度を活用することによって雇用と年

金の接続を図ってきたところでございます。 

 定年延長に伴う暫定再任用制度への移行後も、引き続きこ

れまでと同様の再任用制度を暫定的に存置することとしてお

ります。 

 また、定年前再任用短時間勤務職員につきましても、制度

導入の趣旨（60歳以降の多様な働き方の選択）を踏まえ、運

用してまいりたいと考えております。なお、任用に当たって

は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員とも選考

基準に基づき適切に実施してまいります。 

通勤事情や保育事情、看護・介護事情等がある教職員の人

事異動に関しては、十分配慮すること。 

 通勤時間や保育事情等の個別事情につきましては、配慮し

てまいりたいと考えております。 

また、保育所経由通勤者につきましては、自己申告書に、

その通勤経路等を記入できることとし、人事異動に当たり、

これまでも可能な限り配慮してきたところですが、今後も引

き続き努力してまいりたいと考えております。 

なお、看護・介護事情を有する方への配慮につきましては、

個別の事情でございますので、画一的に対処するのではなく、

各校園長より十分お話しをお聞きして対処してまいりたいと

考えております。 

転任や残留等については、本人の希望を尊重すること。 

外国人多住地域の学校や人権教育、障がい児教育を推進し

ている学校への転任を希望する教職員については、本人の希

望を尊重すること。 

教職員の人事異動は、同一校園勤務の固定化を排除し、積

極的な異動を行いたいと考えております。異動に当たっては、

教職員の申告内容を参考としながら、校園長の意向を尊重し

て機械的・画一的な実施にならないようしてまいりたいと考

えております。 

なお、異動対象者の中から校園長が異動候補者を決定する

こととしておりますので、ご本人の異動に関する意向につい

ては、自己申告書に詳細に記入の上、校園長と十分お話しい

ただきますようお願いいたします。 

同一校園勤務が 10 年以上の者（新規採用後同一校園に 6 年

以上勤務する者）については、教育委員会の定めている「特

別な事情」以外でも、校務運営の事情や本人の心身の事情及

び家族の介護の事情等の場合は、「特別な事情に準ずる扱い」

とすること。 

同一校園勤務の上限を超えて異動の対象外とすることがで

きる「特別な事情」に関しましては、昨年度までも極めて限

定的に運用してきた経過がございます。 

なお、個別の事情につきましては、校園長より十分お話を

お聞きしてまいりたいと考えております。 

同一校園勤務が６年を超える者（新規採用後同一校園に４

年以上勤務する者）における転任や残留については、本人の

希望を尊重すること。 

同一校園勤務の上限に達していないⅠ項該当者及びⅡ項該

当者につきましては、従前のとおり、異動を図ってまいりた

いと考えております。同一校園勤務の上限に達している者は

原則として異動を行うこととしており、同一校園勤務の上限

に達していない者は異動対象者としているところです。 

なお、異動対象者の中から校園長が異動候補者を決定する

こととしておりますので、ご本人の異動に関する意向につい

ては、自己申告書に詳細に記入の上、校園長と十分お話しい

ただきますようお願いいたします。 

同一校園勤務が６年以下の者については、課題のある学校

への希望や、保育・介護事情、遠距離通勤、近親者の同一校

勤務など特別な事情のある場合は、本人の希望を尊重するこ

と。 

Ⅲ項該当者の異動につきましては、異動方針実施要領の「特

別な事情」のある場合に限り異動を図ってまいりたいと考え

ております。 

なお、異動対象者の中から校園長が異動候補者を決定する

こととしておりますので、ご本人の異動に関する意向につい

ては、自己申告書に詳細に記入の上、校園長と十分お話しい

ただきますようお願いいたします。 

定年延長については、教職員への制度周知を徹底すること。 

また、定年退職者がいない年があることから、新規採用者の

計画を早期に明らかにすること。 

＜下線部のみ交渉事項＞ 

 定年延長に係る教職員への制度周知については、任用、給

与、退職手当に関する分かりやすい情報提供資料を作成し、

制度周知に努めてまいります。 

学校事務職員の人事異動については、民主的かつ公平に

行い、本人の希望を十分尊重すること。 

 (1)教職員人事異動実施要領に基づいた人事異動を確実に

実施すること。また、職場実態を十分踏まえ、本人の意向を

十分尊重すること。 

人事異動につきましては、異動方針実施要領に基づき実

施してまいりたいと考えております。原則として、６年以内

に異動を行うとしており、上限を超えて異動の対象外とす

ることができる「特別な事情」に関しましては、これまでも

極めて限定的に運用をしてきております。 

なお、異動対象者の中から校園長が異動候補者を決定す

ることとしておりますので、ご本人の異動に関する意向に

ついては、自己申告書に詳細に記入の上、校園長と十分お話

しいただきますようお願いいたします。 

組：ただいま教育委員会から回答が示されたが、前回の申し

入れ交渉において、特に、市教組から追加で申し入れた内容

に対する教育委員会の見解を求める。 

【講師不足】 

病気休職者の高止まりや、男性の育児休業取得の増加な

どの新たな傾向もあり、今年度は特別専科教諭の兼務校へ

の発令が前倒しで実施された。これらを含め、今後の代替の

未配置が危惧されるところである。併せて、首席や新任教諭

の配置に対する加配教員が配置されていない学校もある。

代替者や加配教職員の配置は、教育委員会が責任をもって

行うべきものである。これについて、教育委員会の見解と具

体的方策を求めておく。 

講師の配置につきましては、教育委員会の責務であり、主

体的に進めるべき事項であると考えております。教育委員

会では、この間、退職者を上回る教員採用を行い、年度当初

の講師発令数を減らすことにより講師不足の解消に努めて

おります。 

また、令和２年度からは、講師確保の観点から、４月以降

の産育休取得予定者の代替講師の一部について、配置を前

倒しして年度当初より配置を行うなどの対応を行っており

ます。 

さらに、令和６年度より教員が安心して産育休を取得で

きる職場環境、子どもや保護者が安心できる学習環境を実

現するために、全国初の制度として「本務教員による欠員補

充制度（特別専科教諭）」を創設しました。本制度では、産

育休等による年度途中の欠員を補充するため、法律に基づ

く教員定数に加えて、市独自に本務教員を小学校９９名、中

学校３０名採用しております。 

その他、教員採用選考テストの「大阪市立学校園現職講師

特例」の実施、講師採用相談会の休日・夜間の開催、地下鉄

駅共用部分への周知ビラの掲示及び地下鉄内の中吊り広告

の掲出、デジタルサイネージへの広告掲載、大学の就職担当



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2025.11.17 市教組ニュース 号外 1 

部門をターゲットとした取組に加え、行政オンラインシステム

を利用した講師登録の運用やオンライン面談の実施など、さま

ざまな方策を講じているところでございます。 

しかしながら、本年度においても、産育休等に伴う配置要件

が多く、依然として講師の配置に遅れが出ており、令和７年 11

月１日時点で、小学校 32 名、中学校４名の欠員が発生してお

ります。 

また、ご指摘の首席軽減や初任研対応の時間講師の未配置校

は小学校０校、中学校１３校となっており、皆様方に大変ご迷

惑をおかけし、誠に申し訳なく思っております。講師の確保は

いまだ厳しい状況の下ではございますが、関係機関と連携を図

りながら、あらゆる方法を検討し実施していくことで、その確

保に懸命に取り組んでまいります。  

【養護教諭等の欠員補充（本務代替）制度】 

養護教諭や栄養教諭、学校事務職員についても、欠員等に対

する代替を速やかに配置するため、欠員補充制度等を求めてき

たが、現在の対応状況や今後の対応策について教育委員会の見

解を求めておく。 

 養護教諭や栄養教諭につきましては、教諭と比較すると年度

末欠員数は現状において少なく、引き続き、代替講師を確認す

ることにより対応してまいりたいと考えております。 

また、学校事務職員につきましては、速やかな代替職員の配置

に努めるとともに、共同学校事務室体制の機能を活用し、必要

に応じて未配置校への支援を行うことにより対応してまいり

たいと考えております。 

今後も引き続き、国に対し、教職員定数が改善されるよう要

求していくとともに、教育委員会としましても、代替講師等の

確保のため、様々な取組に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

【中学校 35 人学級について】 

３５人学級への段階的な移行についてであるが、改正給特法

附則に明記されている通り、中学校での３５人学級を滞りなく

確実に実施すべきと考えている。これについて、教育委員会の

見解を求めておく。 

文部科学省においては、令和８年度から令和 10 年度にかけ

て、中学校の 35 人学級を実現することとしており、今後、国

の方針決定に適切に対応して参ります。 

あわせて、学級編制の標準の引き下げは、国の責任において

その財源と共に実施されるべきと考えておりますので、引き続

き、国に対して強く要望してまいりたいと考えております。 

【教員公募制度や希望転任制度等について】 

教員公募制度や希望転任制度などの変更点等について、教育委

員会の見解を求めておく。 

教員公募制度や希望転任制度につきましては、今年度末人事

異動におきましても実施することとしており、内容について変

更点はございません。なお、幼稚園につきましては、今年度末

人事異動において、教員公募の実施予定はございません。 

指導主事公募制度につきましては、昨年度と同様、教員の主

体性と意欲を重視し、教員の持てる力を最大限引き出し、その

資質向上及び学校の活性化を図り、学校教育水準の向上をめざ

すことを目的として実施してまいりたいと考えております。 

【認定こども園への異動について】 

幼稚園教諭の認定こども園への異動については、あくま

でも本人の希望によるものでなければならないと考える

が、今年度末の人事異動については、どのように行うのか。 

認定こども園への人事異動につきましては、これまで同

様、教職員人事異動方針に基づき、各園長が自園の教諭に対

し、異動に関する意向等について、十分に聴取を行い、異動

候補者を決定することになります。併せて、先ほどの説明の

とおり、今年度つきましては教員公募は実施いたしません。 

【「自己申告書」の様式等について】 

「自己申告書」の様式等については、変更がないのか教育

委員会の見解を求めておく。 

自己申告書の様式につきましては、日々の業務へのモチ

ベーション、職務満足度や働きがいの向上を目的として、

「今後、経験したい校務分掌など」を記載する項目を追加す

る予定です。また、自身のキャリア目標を明確にすること

で、自己研鑽の意欲の向上や、教育実践や研究活動に積極的

に取り組むなど、自己成長の促進を目的として、「中長期的

なキャリアプラン」を記載する項目についても、あわせて追

加する予定です。提出方法につきましては、昨年度と同様、

データベースでの提出を予定しております。 

【様々な課題のある園児の対応について】 

市立幼稚園には、様々な支援を要する園児が在籍してい

る。しかしながら、支援を要する園児のための教員があまり

にも少なく、保育に支障をきたしている状況にある。教育委

員会の見解と具体的方策を求めておく。 

これまで、支援を要する幼児への対応としましては、平成

28 年度より、障がいのある幼児の受け入れ、及び保育の充

実を図るため、それまでの週 30時間の非常勤嘱託員に替え

て、保育中の特別支援教育から、保育後の預かり保育までを

担当する支援担当講師（フルタイム）を全園に配置しており

ます。 

加えて、毎年度、予算主管局であるこども青少年局へ、支

援を要する幼児の増加や園の実態等を伝え、予算を確保し、

各園の実態に応じて幼稚園介助サポーター（以下「介助サポ

ーター」という。）を配置しております。 

また、令和３年度からは教育委員会において、介助サポー

ターとは別に、特別支援加配として３名の常勤講師を配置

し、３園分の介助サポーター予算を他園に割り振ることで、

可能な限り、介助サポーターの配置日数の拡充に努めてい

るところです。 

教育委員会としましても、支援を要する幼児の割合が

年々増加している状況は十分に認識しております。引き続

き、各園の実態を精緻に把握し、質の高い幼児教育の維持と

更なる幼児教育の充実に向け、こども青少局と連携し、必要

な予算の確保に努めてまいります。 

【栄養教諭について】 

栄養教諭についてであるが、我々としては、食育の更なる

充実と推進のためにはすべての給食実施校に栄養教諭を配

置すべきと考えている。この点について教育委員会の見解

を求めておく。また、当面、中学校への栄養教諭の異動や配

置はどのようになるのかについても、教育委員会の見解を求

めておく。 

栄養教諭は、「児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさど

る」教員として、その専門性を生かし、食に関する指導にお

ける全体計画や実践等で中心的な役割を果たすとともに、学

校給食の管理において、栄養管理や衛生管理等に取り組み、

学校内における教職員間及び家庭や地域との連携・調整の要

として求められる重要な職と認識しております。 

栄養教諭の標準定数は、学校給食単独実施校のうち、児童・

生徒数 550人以上につき１名、550人未満は４校につき１名

という措置であり、全校配置は困難な状況でございます。な

お、給食調理民間委託校においては、学校給食の円滑な実施

に向け、栄養教諭又は事業担当主事（補）を 1名配置してお

ります。 

また、未配置校については、栄養教諭が周辺校を巡回する

などにより食育の推進を図っており、中学校については、よ

り効果的な配置に努めております。 

中学校における異動につきましては、ご本人の異動に関す

る意向を自己申告書に詳細にご記入の上、校長と十分お話し

いただきたいと存じます。 

私どもといたしましては、本人の申告内容を参考としなが

ら、校長の意向を尊重して検討し、機械的・画一的な実施に

ならないようにしてまいりたいと考えております。 

【栄養教諭の代替について】 

2020 年度より栄養教諭の代替が、講師から学校栄養職員

に改悪された。我々としては、栄養教諭の代替は講師である

と考えているが、この点について教育委員会の見解を求めて

おく。 

本市では、平成 29 年度の権限移譲後、栄養教諭の定数内

や病気や出産等によって長期休業する栄養教諭の代替者に

つきましては、栄養教諭免許所持者である講師を任用し、配

置を行うこととしてきましたが、学校教育法等の関係法令の

規定や他都市状況等を鑑みますと、本市でも栄養教諭の代替

については学校栄養職員とする必要が生じたため、学校栄養

職員の職を設置することといたしました。 

【再任用について】 

定年前再任用短時間勤務者ならびに暫定再任用勤務者に

ついてであるが、我々としては、希望者全員の雇用は当然の

こととして、すべての教職員が希望の勤務形態で働けること

を強く求めておく。また、勤務形態による給与と年金との併

給額についての説明も求めておく。 

定年前再任用短時間勤務教職員ならびに暫定再任用教職

員の任用につきましては、各要綱に定める選考基準に準じ、

適切に実施してまいります。勤務形態につきましては、短時

間勤務者の枠に限りがありますが、希望者の個別事情に応じ

て、可能な限り配置できるように努めてまいります。 

年金が一元化されたことに伴い、月ごとの給与と年金を併

せた併給額が、51 万を超えた場合に、超えた年金部分が１

／２となります。勤務形態とその影響額につきましては、別

紙「暫定再任用教諭等の年収試算例」のとおりでございます。 

また、勤務形態による社会保険の取り扱いの区分等につい

ては、暫定再任用等を希望する教職員に対し、希望調査の中

で周知してまいります。 

 

モデルケース① 小中学校教諭の年収試算例（暫定再任用） 

・昭和 38 年９月２日生まれ（令和 7年度末年齢：6２歳）  

・勤続年数     39 年 ・１年（暫定再任用教員） 

・年金額/年額   約 1９0 万円…65 歳になった翌月分

（10 月分）から支給開始 

勤務形態 
暫定再任用 

週 38ｈ45ｍ 週 31ｈ 週 23ｈ15ｍ 

加入年金制度 地共済厚生年金 

（第３号） 

一般厚生年金 

（第１号） 

一般厚生年金 

（第１号） 

年金支給 
賃金＋年金が 51 万円超えた場合に支給調整 

経過的職域年金

部分は支給停止 
  

～R9 

給与 約 485万円 約 375万円 約 290万円 

年金 （支給なし） （支給なし） （支給なし） 

合計 約 485 万円 約 375 万円 約 290 万円 

R10 

給与 約 485万円 約 375万円 約 290万円 

年金 約 74万円 約 95万円 約 90万円 

合計 約 559 万円 約 470 万円 約 385 万円 

（金額は年額） 

 

モデルケース② 小中学校教諭の年収試算例（定年延長・定

年前再任用短時間）  

・昭和 40 年９月２日生まれ（令和 7年度末年齢：60歳）  

・勤続年数 38 年 

※ 定年延長（週 38時間 45分）の給与試算額については、

教育職給料表（２）２級 140 号給の教員が定年延長した場

合のモデルケースです。給与額については、本人の級・号給

により変動します。 

勤務形態 
定年延長 定年前再任用短時間 

週 38ｈ45ｍ 週 31ｈ 週 23ｈ15ｍ 

加入年金制度 
地共済厚生年金 

（第３号） 

一般厚生年金 

（第１号） 

一般厚生年金 

（第１号） 

年金支給 

賃金＋年金が 51 万円超えた場合に支給調整 

経過的職域年金

部分は支給停止 
  

R8 

給与 約 590万円 約 409万円 約 307万円 

年金 （支給なし） （支給なし） （支給なし） 

合計 約 590 万円 約 409 万円 約 307 万円 

（金額は年額） 

 

※ どちらの表も、あくまでもモデルケースのため、給与や

年金額、支給停止額等については実際と異なります。また、

今後の条例や法改正等の状況によっては、大幅に変更になる

可能性もありますのでご承知おきください。 
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改善を求め、5月10日市教委に申し入れ！ 

【裏面に続く】 

【定年引上げ伴う異動年限等について】 

定年引上げにかかわって、今年度の定年延長者について異動

年限の特例措置はあるのか、教育委員会の見解を求めておく。

また、定年前再任用短時間勤務者の配置方法について、教育委

員会の見解を求めておく。 

定年引上げに伴う異動年限の取扱いについては、令和４年度

末人事異動に限り、「令和５年度末に定年退職が予定されてい

た者で、法改正により令和６年度末に定年退職となった者

（S38.4.2～S39.4.1 生まれの者）」についてのみ、「同一校勤務

の上限の原則」の特例措置である「翌年度中に退職を予定して

いる者」としたところです。よって、今年度については、定年

引上げに伴う異動年限の変更はございません。 

定年前再任用短時間勤務者の配置については、現行の再任用

短時間勤務者と同じく、小学校の場合であれば「初任者研修担

当」に、中学校の場合であれば「初任者研修担当」もしくは「兼

務充当」への配置を基本としております。 

【自己申告書の様式】 

「今後、経験したい校務分掌」や自己成長の促進を目的とした

「中長期的なキャリアプラン」の記載を追加するとのことであ

るが、具体的な記述はどのようになるのか。また、どのように

活用されるのか。 

「今後、経験したい校務分掌」については、教務、生活指導、

日本語指導など、今後経験したい具体的な校務分掌や担当業務

名を、「中長期的なキャリアプラン」については、主任、指導

教諭、首席など今後担いたい役職名などを記入いただきたいと

考えております。人事異動候補者は、人事異動における検討資

料とさせていただき、人事異動候補者以外も、各校園長が次年

度の校務分掌を決定するにあたっての検討資料として活用で

きるものと考えております。 

組：講師の未配置について、特別専科教諭による欠員解消に向

けた教育委員会の努力は評価するが、特別専科教諭の運用と並

行して、講師の確保にも努められたい。 

また、各学校で欠員補充制度の周知と理解が不十分な場面が

見られる。特別専科教諭に任命された教員と受け入れる学校

（管理職）が、その制度と学校内での役割を十分に認識した上

で、教諭が勤務できるよう、周知を行っていただきたい。 

特別専科教諭の選定においては、新規採用者をはじめ再任用

教諭や講師も含めて特別専科教諭を希望する教員を任命の対

象にすべきと考える。年度途中から兼務校へ異動するケースが

あることなどの負担を考慮し、特別専科教諭の担い手について

検討されたい。 

首席や新任教諭に対する加配については、中学校での未配置

が数年続いており、教育活動に支障が出ている状況にある。教

育委員会のさらなる努力を求めておく。 

ところで、ハラスメント被害を受けた組合員の人事異動につ

いて、その多くの事象が職場内におけるものである。休職から

の復職のためには、人間関係の困難さから異動が不可欠な状態

【首席、指導教諭について】 

首席・指導教諭の現状と今後の配置状況について説明を求

めておく。 

首席、指導教諭の現状としましては、首席については、小

学校 160 校（195 名）、中学校 97 校（137 名）に配置してお

り、指導教諭については、小学校で 61 名、中学校で 49 名

を任用しております。 

首席につきましては、今後も引き続き、配置数を増やして

いけるよう、国に  対し、首席のマネジメント加配の改善

を要望してまいりたいと考えております。 また、指導教諭

につきましても、教科、分野、活動区域などにおいて、引き

続き、優秀な人材を登用してまいりたいと考えております。 

【学力向上支援サポーター、スクール･サポート･スタッフの

配置について】 

学力向上支援サポーター、スクール･サポート･スタッフの

現在の配置人数と次年度の配置予定について明らかにする

よう求めておく。 

それぞれの職種の 10 月 1 日時点の配置人数は、スクール

サポートスタッフが 587 名、学力向上支援サポーターが

1,598 名でございます。なお、次年度につきましても、円滑

な学校運営のため、各学校の実情に応じた人数を継続配置し

てまいりたいと考えております。 

【統合校等の人事異動について】 

今年度末で、統廃合が予定されている校園名を明らかにす

るよう求めておく。また、来年度、新たに開設される校園名

を明らかにするよう求めておく。 

今年度末に、東桃谷小学校、勝山小学校が統合され、令和

８年４月より、東勝山小学校となる予定です。これまでも、

統合や校区変更の対象校につきましては、学校が変更になる

児童等への影響を鑑み、人事異動において一定の配慮を行っ

てまいりました。当該校の教職員につきましては、今年度末

に統合等による人事異動となることを踏まえ適切に行って

まいります。また、ご本人の意向についても、校長から丁寧

にお話をお聞きしてまいりたいと考えております。 

【人事異動スケジュールについて】 

今年度の人事異動に係るスケジュールに変更はあるのか、教

育委員会の見解を求めておく。 

今年度は、教育委員会から校園長への人事異動説明資料配

信日を 11 月 26 日（水）の予定としております。 

今年度につきましても、対面での調書受付を廃止し、調査

書等の提出をデータによる提出に完全移行したこと等を踏

まえ、校園長から教育委員会への調査書等の提出期限を年内

12 月 24 日（水）とする予定です。 

しかしながら、諸事情により教職員の検討期間や、学校長

との面談の時間を十分に確保できなった場合等に限り、提出

期限を別途、年明け１月５日（月）に設定する予定としてお

ります。 

めあらゆる領域において、教員の資質や力量を高めるため

の重要な職であると考える。その意味では、指導教諭の更

なる任用を求めておく。 

最後に、人事異動にかかるスケジュールであるが、昨年

度は校園長から教育委員会への調査書の提出期限が１月

５日であったにもかかわらず、市教組が行った調査では、

校園長への調査書の提出を 12 月初旬や中旬に設定してい

る学校があった。12 月は児童生徒の評価や通知表の作成、

懇談と忙しく、異動についてじっくりと考えたり、家族と

相談したりする時間がとれない。調査書がデータ化された

のであれば、なおさら提出期限にゆとりをもたせるべきで

あり、市教組としては年内の提出には反対であり再考を求

めておく。 

組：これまで行ってきた交渉内容についての確認をさせて

いただく。今年度の人事異動について、人事異動ルールそ

のものの変更はないと理解してよいか。 

市：ルールそのものについては、昨年度との変更はござい

ません。 

組：教員公募制度や希望転任制度、指導主事公募制度につ

いては、それぞれ、重複して応募することはできるのか。 

市：教員公募制度や希望転任制度、並びに指導主事公募制

度につきましては、それぞれ重複での応募はできないこと

としております。 

組：教員公募制度や希望転任制度、指導主事公募制度につ

いて、応募した教員の希望がかなわなかった場合の取り扱

いはどのようになるのか。 

市：教員公募制度や希望転任制度、並びに指導主事公募制

度による転任の可能性がなくなった場合についてですが、

いわゆるⅠ項該当者・Ⅱ項該当者の方につきましては、提

出された自己申告書等に基づき通常の転任を行うことと

なります。Ⅲ項該当者の方につきましては、異動方針実施

要領の「特別な事情」等を審査のうえ、転任もしくは残留

としてまいりたいと考えております。 

組：「教員公募制」を実施した学校、そして、「教員希望転

任制」で異動した教員については、次年度も連続して応募

や希望ができるのか。 

市：年度末人事異動において教員公募制度で転任（受け入

れ）が成立した学校につきましては、次年度は応募できな

いこととなっております。また、年度末人事異動において

教員希望転任制度で異動した教員につきましては、Ⅲ項該

当者となることから、次年度の応募はできないこととなり

ます。 

組：暫定再任用教職員の採用選考等については、昨年度の

暫定再任用教職員の採用選考に係る内容等から変更がな

いものと理解してよいか。 

市：暫定再任用教職員の採用選考等につきましては、昨年

度の暫定再任用教職員の採用選考に係る内容等から変更

はございません。 

組：暫定再任用を希望する教職員について、希望者全員の

雇用は当然のこととして、短時間勤務を希望するすべての

教職員が希望の勤務形態で働けることを強く求める。つい

ては、今年度の暫定再任用教職員の実態と次年度の暫定再

任用者数の見込みについて示してもらいたい。 

に陥っていることもあるが、異動年限により同一職場への

復職が異動の要件となっている現状は、復職の大きな壁に

なっている。ハラスメント防止策の更なる強化を求めると

ともに、復職支援に向けた対策と人事異動を総合的に結び

付ける方策が必要であると考えるが教育委員会の見解を

求める。 

市：Ⅲ項該当者の異動につきましては、異動方針実施要領

の「特別な事情」のある場合に限り異動を図ってまいりた

いと考えております。人事異動ヒアリングにおいて、校園

長から丁寧に聞き取りを行ってまいりたいと考えており

ます。 

また、今後も引き続きハラスメント防止の更なる教化を

検討するとともに、ハラスメント被害により休職に入った

教職員の復職に向けては、個別の事案の内容をふまえ、適

切に対応してまいりたいと考えております。 

組：市立幼稚園における支援を要する園児に対する加配に

ついてであるが、幼稚園現場では、支援を要する園児が

年々増えており、園児の安全確保については、幼稚園教員

の努力によって成り立っている状態であり、人員不足は限

界に達している。現在、幼稚園介助サポーターを配置する

など人員増に努められているが、介助サポーターについて

は、週４勤務、週３勤務の園がほとんどであり、介助サポ

ーター不在の日の保育体制が課題となっている。教育委員

会は、こども青少年局と連携し、支援を要する園児の数に

応じた加配を配置するなどの抜本的改善を行うよう強く

求めておく。 

近年は外国から渡日してきた園児の在籍も急増してお

り、園児や保護者とのコミュニケーションに支援を要する

場面が増えている。これらの園児や保護者を支援するため

通訳を派遣するよう求めておく。 

また、今年度、事業担当主事の未配置園が出たことによ

り、当該園では支障が生じている。今後も、事業担当主事

の欠員が考えられることから、教育委員会としての方策を

求めておく。 

次に、栄養教諭の配置についてであるが、教育委員会は、

学校現場における食教育の重要性は認識しながら、我々が

求める栄養教諭の全校配置には前向きな回答がない。栄養

教諭を全校に配置し、すべての学校において食教育の更な

る充実と安全・安心な給食の提供を図ることは、大阪市の

子どもにとって何よりも大切なことである。 

市教組としては、栄養教諭の全校配置を求めつつ、当面

は、給食調理民間委託校などに配置している事業担当主事

（補）を栄養教諭に置き換えるよう強く要望しておく。 

我々としては、教諭職の代替は講師であると考えてお

り、学校栄養職員の配置は、納得できず大いに不満である。

教育委員会に対しては、強く再考を求めておく。 

また、各校への食育指導の観点から、学校栄養職員の採

用にあたっては、栄養教諭の免許を取得している者を採用

するよう求めておく。そして、学校栄養職員を配置する場

合に「栄養教諭免許状」所持者には教育職給料表の適用を

検討されたい。 

次に、首席、指導教諭についてであるが、首席に比べて

指導教諭の任用が少ない。指導教諭は、教科、領域をはじ
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教職員人事異動方針 

大阪市教育行政基本条例及び大阪市立学校活性化条例に基づ

き、大阪市教育振興基本計画を推進し、教育の振興を図るため、

教育委員会は、以下のとおり、基本方針及び実施要領を定め、

教職員人事異動を行う。 

【基本方針】 

１．学校園教育において教職員の果たす中心的役割にかんがみ、

教職員の人事異動は、学校運営の活性化及び教育活動の充実

に資するとともに、教職員の意欲を高め、資質を向上するこ

とを目的として行う。  

２．市立学校園の教職員の人事異動に当たっては、校長、園長

及び所長（以下、「校長等」）が各学校園・地域の実情に応じ

て適切な教職員組織づくりを進めることができるよう、校長

等の意見を尊重するものとする。  

３．校長等が学校運営上の目標を示し、その目標の達成に向け

て必要な人材を広く募る教員公募 制度を導入する。これによ

り、校長等の意向に基づく組織づくりを推進することによっ

て、校 長等が学校運営における権限と責任を全うし、組織マ

ネジメントや人材育成に力を発揮できるようにするととも

に、公募への応募を通じて示される教員の主体性と意欲を重

視し、教員の持てる力を最大限引き出すこととする。  

４．教職員組織の全市的均衡及び適正化を考慮しながら、人事

異動を行う。特に、課題を有する学校園については、課題解

決に向けた意欲や情熱のある教職員を積極的に配置する。  

５．教職員が視野を広め、経験を豊かにし、その力量を高める

ことができるよう、同一校園勤務の固定化を排除し、地域や

条件の異なる学校園への異動を積極的に行う。異動に当たっ

ては、教職員の適性を十分に考慮し、その能力発揮が図られ

るよう努める。  

６．新規採用者をはじめ、広く優秀な人材の確保に努め、その

育成に努める。 

市：次年度の暫定再任用の見込みについてですが、フルタ

イムにつきましては、選考基準に基づいて希望者の配置を

行ってまいりたいと考えております。 

また、今年度の勤務時間別の暫定再任用教職員につきま

しては、先ほどお配りしました、別紙「令和７年度 暫定再

任用教職員の状況」のとおりでございます。 

小学校では、採用者数 118 名のうち 51 名が、中学校では

139 名のうち 37 名が短時間勤務となっており、昨年度同様

の水準となっております。短時間勤務者の枠には限りがあ

りますが、希望者の個別事情に応じて、可能な限り配置で

きるように努めてまいりたいと考えております。 

組：人事異動にあたって、校園長は、教職員の意向を十分

聞くということに変わりはないか。 

市：異動候補者は校園長が決定することとしておりますの

で、ご本人の異動に関する意向につきましては、自己申告

書に詳細に記入の上、校園長と十分お話いただきたいと考

えております。 

組：同一校園勤務の上限となる教職員について、特別な事

情のある場合は、残留も可能であると確認してよいか。 

市：同一校園勤務の上限（第１項該当者は６年以内、第２

項該当者は 10 年以内）を超えて異動の対象外とすることが

できる「特別な事情」に関しましては、「産休・育休」や「翌

年度中に退職を予定している者」等としております。なお、

個別の事情につきましては、校園長より十分お話をお聴き

してまいりたいと考えております。 

組：人事異動に関する今後の日程はどうなっているのか。 

市：人事異動に関する今後の日程につきましては、11 月 26

日（水）に人事異動関係資料を配信する予定です。校園長

から教職員への配付は、11 月 27 日頃の予定です。教育委

員会への自己申告書等の調書提出につきましては、12 月 24

日（水）までに校園長からデータによる提出となります。 

なお、先ほどの回答のとおり、諸事情により教職員の検

討期間や、学校長との面談の時間を十分に確保できなった

場合等に限り、提出期限を別途、年明け 1 月 5 日（月）に

設定する予定としております。校園長からのヒアリングの

日程は、現在検討中ですが、1 月 13 日(火)から 28 日(水)頃

までを予定しております。 

組：教育委員会への調書提出期限については、調書の提出

期限が早くなることにより、異動や残留を考えている教職

員にとって、考慮する期間が十分確保できない状況が考え

られる。教育委員会は、人事異動にあたって教職員が十分

考慮できる期間を設けるよう、校園長を指導することが必

要であると考えるが教育委員会の見解を求める。 

市：教職員への人事異動関係資料の配付につきましては、

各校園長会において、資料到着後、速やかに教職員へ配付

いただき、教職員の検討期間を十分に確保いただくよう依

頼しております。 

また、11 月 26 日に発出予定の人事異動関係資料の中で

も周知徹底してまいりたいと考えております。 

組：内示日はいつになる予定か。 

市：確定次第、ご連絡いたします。 

組：本日の交渉において、教育委員会より回答のあった件につ

いては、基本的には了とするが、いまだ合意に達していない課

題については、引き続き、交渉・協議を行うことを求めておく。 

市：ただいま、ご指摘いただいた点について、勤務労働条件に

影響があると想定される事項につきましては、今後も引き続

き、誠意をもって市教組の皆様方と十分に協議を行ってまいり

たいと考えております。 

組：先ほどからの指摘にもあったが、病休や産休・育休、その

他の代替講師が配置されていない状況が一時期よりは改善さ

れたものの、欠員状態の長期化は現場に多大な負担を与える。

児童・生徒の教育権を保障するためにも講師の確保に向けて引

き続き努力するよう求めておく。 

次に、栄養教諭の代替であるが、我々の強い要求により、2017

年度の政令市への権限移譲後、栄養教諭の代替は講師とした。

これは、食教育を充実させるためには、栄養教諭の免許所持者

である講師が適任であるという判断をしたからである。 

学校現場において、食教育の更なる充実を図るのであるなら

ば、栄養教諭の全校配置や栄養教諭の代替を講師にすること

を、前向きに検討すべきである。そのうえで、まずは、栄養教

諭免許を取得している学校栄養職員を採用するよう強く求め

ておく。 

次に、市立幼稚園については、十分な教員配置がなされてお

らず、教員は、劣悪な労働環境の中で必死に保育を続けている

のが現状である。支援を要する園児への加配も含めたこれまで

の対応については、一定評価するものの、まだまだ納得のいく

ものにはなっていない。 

教育委員会は、こども青少年局と連携し、教員が余裕をもっ

て園児にかかわることができるよう、引き続き、加配も含めた

対策を行うよう強く求めておく。 

次に、「教員希望転任制」や「教員公募制」については、我々

としては、一部の学校に優秀な人材が集まるなど、人事異動の

公平性に問題があると考える。教員の希望については、「自己申

告書」の理由欄に詳細に書くことで解決できることであり、教

育委員会に対しては、制度の廃止も含め検討するよう求めてお

く。 

次に、人事異動は、個々の教職員の力量を発揮し、モチベー

ションの向上につながるものでなくてはならない。そのために

は、本人の希望や育児・介護等の状況などが尊重されなければ

ならない。しかしながら、毎年、人事異動の実施にあたって、

校園長による教職員の意向の聴き取りや共通理解が十分でな

いことにより、不本意な人事異動となっているケースが見受け

られる。校園長に対して教職員からの聴き取りを十分行うよう

指導することを強く求めておく。 

最後に人事異動は、これまで大阪が培ってきた教育、とりわ

け人権教育をはじめとして課題のある学校の取り組みを維持

させることはもちろんのこと、更に、向上・発展させることを

目的として実施されなければならない。そのためには、教職員

の意欲や資質の向上をはかるための人事異動となることを強

く求めておく。 

以上の点について、教育委員会のコメントを求める。 

市：委員長ご指摘の事項でございますが、まず、講師配置につ

きましては、先ほど担当が回答いたしましたとおり「教

育委員会が主体的に進めるべき事項であるとともに、

重要な責務」と認識いたしており、皆様方にご迷惑をお

かけしていることにつきまして、大変申し訳なく思っ

ております。 

これまで、講師確保に向けてさまざまな方策を講じ

るとともに、「本務教員による欠員補充制度（特別専科

教諭）」を創設し、年度途中の欠員状況の解消に努めて

おります。 

しかしながら、現状において、学校現場における欠員

の完全な解消にまでは至っておりませんので、次年度

につきましては産育休取得者数の増加状況を踏まえ、

特別専科教諭の配置数を検討し引き続き、教員の欠員

状況の解消に努めてまいりたいと考えております。 

栄養教諭の代替につきましては、学校教育法等の関

係法令を鑑み、新たに学校栄養職員の職を設置したと

ころですが、食育推進の観点から、栄養教諭の重要性に

ついては十分認識しており、食育の取り組みが後退す

ることのないよう教育委員会といたしましても、責任

をもってすすめてまいります。また、栄養教諭の代替に

つきましては、国の制度改正等の動向にも注視してま

いります。 

幼稚園につきましては、支援を要する幼児の割合が

増加しており、幼稚園教員の皆様に負担がかかってい

る状況は、我々としましても、十分に認識しておりま

す。今後も引き続き、予算主管であるこども青少年局と

連携し、実態に応じた介助サポーターの配置等に努め

てまいりたいと考えております。 

また、令和６年度より幼稚園においては、「支援を要

する幼児のための加配（特別支援加配）」とは別に、園

特有の特別事情を抱える幼稚園に対する加配として、

「幼稚園支援加配」を新設したところです。今後、本加

配について、効果検証等を行い、引き続き、幼稚園に対

する支援のあり方については、検討してまいりたいと

考えております。 

今年度末人事異動に関する今後の日程につきまして

は、先ほど担当から回答した内容のとおりとなってお

ります。 

学校園現場には、年末の繁忙な時期にご負担をおか

けいたしますが、教育委員会としましては、人事異動に

あたって教職員が十分考慮できる期間を設けられるよ

う、人事異動関係資料等により校園長にしっかりと周

知してまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

教職員の人事異動につきましては、今年度も、昨年度

と同じ方針で実施する予定でございまして、人事異動

は教職員の意欲・資質の向上の契機を図るものである

ことは、これまでと何ら変わりはございません。 

教職員が自らの経験を活かし、情熱や意欲・能力を一

層発揮できるようにするとともに、大量退職・大量採用

の時代を経て、本市学校園教育の継承を図っていく必

要がございます。そのために、新規採用から同一校園に勤務

する方については、学力や生徒指導などに課題を有する学

校など地域や条件の異なる学校への配置を積極的に行うと

ともに、新規採用者や経験のある教職員のバランスある配

置に努めてまいりたいと考えております。 

今後の人事異動の実施にあたりましては、「異動候補者を

校園長が決定する」ということについて、教職員の思いは校

園長とよく話し合っていただきたいと思っておりますし、

同時に、校園長はそれをしっかりと受け止めるということ

が必要であり、校園長にはご本人の状況、思い、願いをしっ

かりと聴き取るように、人事異動に関する説明資料等によ

り、しっかりと周知してまいりたいと考えております。 

また、いまだ合意に達していない課題につきましても、こ

の間の交渉内容を十分に踏まえ、引き続き、丁寧に行ってま

いりたいと考えておりますので、大阪市教職員組合の皆様

方におかれましては、格段のご理解とご協力をお願いいた

します。 

組：それでは、教務部長のコメントを踏まえ、本交渉を一時

中断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


